
今
回
は
私
た
ち
の
街
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
焦

点
を
当
て
て
み
ま
し
た
。
平
成
27
年
３
月
に
さ

が
み
縦
貫
道
路
（
圏
央
道
の
神
奈
川
県
区
間
）

が
全
線
で
開
通
し
、
私
た
ち
の
生
活
環
境
は
少

し
ず
つ
変
化
し
て
い
ま
す
。
生
活
を
支
え
る
イ

ン
フ
ラ
に
は
、
道
路
や
上
下
水
道
、
公
園
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
厚
木
市
・
愛
川
町
・
清
川
村

の
国
道
１
２
９
号
や
４
１
２
号
と
県
道
、
相
模

川
や
中
津
川
等
の
河
川
、
県
立
あ
い
か
わ
公
園

や
七
沢
森
林
公
園
な
ど
、
多
く
の
施
設
の
整
備

や
維
持
管
理
を
担
当
し
て
い
る
の
が
神
奈
川
県

厚
木
土
木
事
務
所
で
す
。

平
成
25
年
３
月
に
県
道
42
号
（
藤
沢
座
間
厚

木
）
の
Ⅰ
期
区
間
（
国
道
１
２
９
号
の
関
口
中

央
か
ら
厚
木
バ
イ
パ
ス
線
の
中
三
田
陸
橋
上
ま

で
）
が
開
通
し
ま
し
た
。
以
前
と
比
べ
る
と
周

辺
地
域
の
渋
滞
は
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

は
Ⅱ
期
区
間
（
中
三
田
陸
橋
上
か
ら
県
道
63
号

（
相
模
原
大
磯
）
ま
で
）
の
整
備
が
進
め
ら
れ

て
お
り
、
平
成
38
年
度
以
降
に
開
通
す
る
と
の

こ
と
で
す
。
工
事
は
長
い
期
間
を
か
け
、
地
域

住
民
の
理
解
と
協
力
を
頂
き
な
が
ら
、
少
し
ず

つ
進
ん
で
い
く
の
で
、
便
利
に
な
っ
た
と
い
う

実
感
は
薄
い
で
す
が
、
未
来
に
向
け
て
着
実
に

整
備
が
進
ん
で
い
ま
す
。
県
道
70
号
（
秦
野
清

川
）
は
道
幅
が
狭
く
落
石
や
土
砂
崩
れ
等
の
危

険
も
あ
り
、
現
在
、
札
掛
橋
か
ら
塩
水
橋
の
間

で
防
災
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

県
道
54
号
（
相
模
原
愛
川
）
の
中
津
川
に
架
か

る
馬
渡
橋
と
県
道
60
号
（
厚
木
清
川
）
に
架
か

る
御
門
橋
は
、
老
朽
化
が
進
み
幅
員
も
狭
い
た

め
、
架
替
工
事
が
進
ん
で
お
り
、
平
成
29
年
度

中
に
完
成
す
る
予
定
で
す
。
新
東
名
高
速
道
路

は
、
平
成
29
年
度
末
ま
で
に
厚
木
南
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
（
仮
称
）
が
開
通
し
、
さ
が
み
縦
貫

道
路
に
繋
が
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
納
め
た
税
金
は
、
こ
の
よ
う
に
地

域
の
た
め
に
い
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
ヶ
瀬
ダ

ム
に
程
近
い
県
立
あ
い
か
わ
公
園
も
私
た
ち
の

税
金
で
整
備
さ
れ
た
公
園
で
す
。
森
の
中
を
散

歩
し
た
り
、
遊
具
で
遊
ん
だ
り
、
自
分
に
あ
っ

た
楽
し
み
方
が
で
き
ま
す
。
是
非
一
度
、
足
を

運
ん
で
み
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

◆
第
11
回
地
域
ふ
れ
あ
い
講
演
会

毎
年
、
著
名
人
を
招
い
て
地
域
住
民
の
皆
さ

ん
を
対
象
に
講
演
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
昨

年
秋
に
は
元
宮
崎
県
知
事
・
前
衆
議
院
議
員
の

東
国
原
英
夫
氏
を
招
き
「
今
、
求
め
ら
れ
る
地

域
の
活
性
化
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
し
ま
し
た
。

１
３
０
０
名
を
超
え
る
観
客
を
前
に
、
持
ち
前

の
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
テ
ン
ポ
の
良
い
話
で
大
好

評
の
講
演
会
で
し
た
。

◆
税
制
改
正
に
向
け
て
の
提
言
活
動

法
人
会
で
は
上
部
団
体
の
全
国
法
人
会
総
連

合
を
通
じ
て
、
公
平
で
健
全
な
税
制
の
実
現
を

目
指
し
て
会
員
企
業
の
意
見
や
要
望
を
反
映
し

な
が
ら
、
税
の
あ
る
べ
き
姿
や
将
来
像
を
見
据

え
て
建
設
的
な
提
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。
法
人

税
の
引
き
下
げ

な
ど
を
は
じ
め

同
族
会
社
の
留

保
金
課
税
制
度

の
抜
本
的
見
直

し
、
事
業
承
継

に
関
す
る
税
制

の
創
設
な
ど
、

中
小
企
業
の
活

性
化
に
資
す
る

税
制
の
構
築
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。
そ
の
実
現

に
向
け
、
政
府
・
政
党
お
よ
び
地
方
自
治
体
等

に
対
し
て
提
言
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
租
税
教
室
の
運
営
協
力

女
性
部
会
と
青
年
部
会
は
、
租
税
教
育
活
動

の
一
環
と
し
て
、
厚
木

税
務
署
と
協
力
し
、
小

学
校
の
租
税
教
室
に
お

い
て
講
師
を
務
め
、
児

童
た
ち
に
税
の
役
割
や

大
切
さ
に
つ
い
て
の
意

識
と
理
解
を
高
め
る
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
12
月
１
日
に
亡
く
な
っ
た
方
の
住

ん
で
い
た
家
が
、
空
き
家
と
な
っ
て
い
る
場
合
、

相
続
し
た
個
人
が
そ
の
空
き
家
と
な
っ
て
い
る

土
地
・
家
屋
を
い
つ
ま
で
に
譲
渡
す
れ
ば
「
空

き
家
に
係
る
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
の
特
例
」

で
、
所
得
税
・
譲
渡
所
得
の
譲
渡
益
か
ら
３
０

０
０
万
円
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
？

①

平
成
30
年
12
月
１
日

②

平
成
31
年
12
月
１
日

③

平
成
31
年
12
月
31
日

【
応
募
方
法
】

ハ
ガ
キ
に
答
え
の
番
号
、
氏
名
、
住
所
を
明

記
の
う
え
、
郵
送
で
２
月
15
日
ま
で
に
裏
面
の

応
募
先
へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。
正
解
者
の
中
か

ら
抽
選
で
50
名
の
方
に
粗
品
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。

当
会
で
は
、
税
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
く
た
め
「
税
の
標
語
」
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
税
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
。
入
賞
者
に
は
記
念
品
を
贈

呈
い
た
し
ま
す
。
是
非
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

《
賞
》

優
秀
賞
（
１
点
）
…
会
長
表
彰
状
及
び

ク
オ
カ
ー
ド
１
万
円

優

秀

賞
（
１
点
）
…
ク
オ
カ
ー
ド
５
千
円

佳

作
（
３
点
）
…
ク
オ
カ
ー
ド
３
千
円

【
応
募
方
法
】

作
品
（
一
人
一
点
）
に
、
氏
名
、
住
所
、
電

話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
郵
送
も
し
く
は
フ
ァ
ッ

ク
ス
、
ま
た
は
メ
ー
ル
で
３
月
末
日
ま
で
に
裏

面
の
応
募
先
へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。

空
き
家
の
発
生
を
抑
制
し
、

地
域
住
民
の
生
活
環
境
へ
の

悪
影
響
を
未
然
に
防
ぐ
観
点

か
ら
、
被
相
続
人
の
居
住
の

用
に
供
し
て
い
た
家
屋
を
相

続
し
た
相
続
人
が
、
平
成
28

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
31
年

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
そ

の
家
屋
（
そ
の
敷
地
を
含
み

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
家
屋
に

耐
震
性
が
な
い
場
合
は
耐
震
リ
フ
ォ
ー
ム
を
し
た

も
の
に
限
り
ま
す
。
）
又
は
除
却
後
の
土
地
の
譲

渡
（
相
続
時
か
ら
３
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

年
の
12
月
31
日
ま
で
の
譲
渡
に
限
り
ま
す
。
）
を

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
家
屋
又
は
除
却
後
の
土
地

の
譲
渡
益
か
ら
３
０
０
０
万
円
を
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
主
な
要
件

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①

相
続
し
た
家
屋
は
、
昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
に
建
築
さ
れ
た
家
屋
（
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
除

き
ま
す
。
）
で
あ
っ
て
相
続
発
生
時
に
被
相
続

人
以
外
に
居
住
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
。

②

譲
渡
を
し
た
家
屋
又
は
土
地
は
、
相
続
時
か

ら
譲
渡
時
点
ま
で
居
住
、
貸
付
け
、
事
業
の
用

に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
な
い
こ
と
。

③

譲
渡
価
額
が
１
億
円

を
超
え
な
い
こ
と
。

あ
な
た
の
税
金
は

こ
ん
な
と
こ
ろ
に

い
き
て
い
る

地
域
の
イ
ン
フ
ラ
整
備

●
ぜ
い
き
ん
ク
イ
ズ
●

公益社団法人 厚木法人会 2017年（平成29年）１月15日発行 第20号（85,000部）

法人会は「健全な経営、正しい納税、社会に貢献」を柱として活動する経営者の団体です。

地
域
に
密
着
し
た
法
人
会
活
動

▲第11回地域ふれあい講演会（昨年10月開催）

●
税
の
標
語
を
募
集
中
●

ものしりＴＡＸ

空き家に係る譲渡所得の

特別控除の特例

▲法人会全国大会(長崎大会)の席上において、

税制改正に関する提言事項を披露

▲県立あいかわ公園（愛川町）

写真提供：1000円もって公園へ行こう！(http://1000enpark.com/)



平
成
28
年
分
の
所
得
税
等
の
確
定
申
告

及
び
贈
与
税
の
申
告
に
つ
い
て

■
申
告
書
の
作
成
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
！

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
、
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
・
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

・
贈
与
税
の
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力

す
れ
ば
、
税
額
な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
の

で
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

作
成
し
た
申
告
書
は
、
印
刷
し
て
郵
送
等
に

よ
り
提
出
で
き
ま
す
。

■
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す
。

申
告
書
に
は
、
平
成
29
年
１
月
か
ら
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
が
必
要
で
あ
る

と
と
も
に
、
本
人
確
認
書
類
（
番
号
確
認
・
身

元
確
認
書
類
）
の
提
示
又
は
写
し
の
添
付
が
必

要
で
す
（
書
面
提
出
の
場
合
）
。

■
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
」
を
利
用
す
る

こ
と
で
、
税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
申
告

す
る
こ
と
も
で
き
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

は
写
し
の
提
出
は
不
要
で
す
。

■
申
告
及
び
納
税
の
期
間
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

◎
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

２
月
16
日
（
木
）
～
３
月
15
日
（
水
）

還
付
申
告
は
２
月
15
日
（
水
）
以
前
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

◎
贈
与
税

２
月
１
日
（
水
）
～
３
月
15
日
（
水
）

◎
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

１
月
４
日
（
水
）
～
３
月
31
日
（
金
）

◎
申
告
書
作
成
会
場
の
開
設
期
間

２
月
16
日
（
木
）
～
３
月
15
日
（
水
）

２
月
15
日
（
水
）
ま
で
の
期
間
は
、申
告
書
作

成
会
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

期
間
中
、
税
務
署
の
駐
車
場
は
す
ぐ
に
満

車
に
な
り
ま
す
。
特
に
本
年
は
周
辺
で
工
事

が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
路
上
駐
停
車
は
非
常

に
危
険
で
す
の
で
、
ご
来
署
の
際
は
、
公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

厚
木
税
務
署

電
話
（
２
２
１
）
３
２
６
１
（
代
表
）

【
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
お
早
め
に
】

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
受
付
は
２
月
１
日

か
ら
始
ま
り
、
申
告
期
限
は
３
月
15
日
ま
で
で

す
。
例
年
、
市
役
所
本
庁
舎
で
の
申
告
は
大
変

混
雑
し
ま
す
。
市
内
の
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

（
公
民
館
）
を
巡
回
し
て
行
う
申
告
受
付
は
、

比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
ま
す
の
で
、
お
近
く

の
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
（
公
民
館
）
の
会
場
開

設
日
で
の
申
告
に
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
し
い
申
告
日
程
、
会
場
な
ど
は
１
月
15
日
発

行
の
「
広
報
あ
つ
ぎ
・
特
別
号
」
で
御
確
認
く

だ
さ
い
。

◎
申
告
会
場
の
日
程
（
平
日
の
み
開
設
）

◇
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
（
公
民
館
）

２
月
３
日
（
金
）
～
３
月
６
日
（
月
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

◇
市
役
所
本
庁
舎
４
階
大
会
議
室

３
月
９
日
（
木
）
～
３
月
15
日
（
水
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

問
合
せ
先

厚
木
市
役
所
市
民
税
課

電
話
（
２
２
５
）
２
０
１
０
（
直
通
）

【
市
税
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
】

安
心
・
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
の
ほ
か
に
コ
ン
ビ
ニ

納
付
・
ペ
イ
ジ
ー
納
付
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
「
ヤ
フ
ー
・
公
金
支
払
い
」
の
サ

イ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
も

で
き
ま
す
。

問
合
せ
先

厚
木
市
役
所
収
納
課

電
話
（
２
２
５
）
２
０
２
０
（
直
通
）

【
町
民
税
・
県
民
税
申
告
の
お
知
ら
せ
】

町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
受
付
が
２
月
１
日

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
申
告
期
限
は
３
月
15
日
ま

で
で
す
の
で
、
お
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。ま

た
、
例
年
行
っ
て
い
る
確
定
申
告
相
談
会

の
詳
し
い
日
程
、
会
場
な
ど
は
１
月
15
日
発
行

の
「
お
茶
の
間
通
信
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

愛
川
町
役
場
税
務
課
町
民
税
班

電
話
（
２
８
５
）
６
９
１
５
（
直
通
）

【
口
座
振
替
の
利
用
に
つ
い
て
】

町
で
は
、
納
付
が
便
利
な
口
座
振
替
制
度
の

利
用
を
勧
め
て
い
ま
す
。

手
続
き
は
、
町
指
定
の
金
融
機
関
及
び
郵
便

局
で
簡
単
に
で
き
ま
す
。

加
入
申
込
後
は
、
自
動
的
に
口
座
か
ら
引
き

落
と
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
先

愛
川
町
役
場
税
務
課
収
納
班

電
話
（
２
８
５
）
６
９
１
７
（
直
通
）

【
村
民
税
・
県
民
税
申
告
の
お
知
ら
せ
】

村
民
税
・
県
民
税
の
申
告
受
付
が
２
月
１
日

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
申
告
期
限
は
３
月
15
日
ま

で
で
す
の
で
、
お
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。ま

た
、
２
月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
（
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
の
間
は
、
簡
易
な
確
定

申
告
（
給
与
・
年
金
所
得
な
ど
簡
易
な
申
告
の

み
）
の
受
付
・
相
談
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。

問
合
せ
先

清
川
村
役
場
税
務
住
民
課
課
税
係

電
話
（
２
８
８
）
３
８
４
９
（
直
通
）

【
村
税
の
口
座
振
替
の
利
用
に
つ
い
て
】

村
税
な
ど
の
納
付
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お
申
込
み
は
、
村
指
定
の

金
融
機
関
お
よ
び
役
場
で
簡
単
に
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先

清
川
村
役
場
税
務
住
民
課
収
納
係

電
話
（
２
８
８
）
３
８
４
９
（
直
通
）

申
告
書
を
提
出
す
る
際
の
注
意
事
項

今
回
の
申
告
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
と

本
人
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
告
の
際
に

は
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
及
び

身
分
確
認
書
類
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
お

持
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

公益社団法人 厚木法人会のホームページアドレス http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/atsugi/
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イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
に
は
、

「
渋
滞
税
」
と
い
わ
れ
る
税
金
が

あ
る
の
を
ご
存
じ
で
す
か
？

ロ
ン
ド
ン
市
内
で
は
、
渋
滞
が
日
常
茶
飯
事
と

な
っ
て
お
り
、
以
前
か
ら
社
会
問
題
化
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
酷
さ
は
「
自
動
車
の
平
均
速
度

が
、
ビ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
馬
車
の
速
度
と

変
わ
ら
な
い
」
と
例
え
ら
れ
た
ほ
ど
…
。
そ

こ
で
２
０
０
３
年
に
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
市
長

が
「
市
内
の
渋
滞
緩
和
と
公
共
交
通
機
関
の
利
用

促
進
及
び
環
境
対
策
」
の
た
め
に
「
渋
滞
税
」
を

導
入
し
ま
し
た
。
正
式
に
は
「
コ
ン
ジ
ェ
ス
チ
ョ

ン
・
チ
ャ
ー
ジ
」
と
い
う
そ
う
で
す
。

こ
の
渋
滞
税
は
、
ロ
ン
ド
ン
中
心
部
（
特
定
の

有
料
エ
リ
ア
内
）
に
車
で
乗
り
入
れ
す
る
と
き
に

課
金
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
お
り
、
平
日
・

月
～
金
の
午
前
７
時
～
午
後
６
時
の
間
に
エ
リ
ア

内
に
進
入
し
た
場
合
、
11
・
５
ポ
ン
ド
（
約
１
６

０
０
円
／
１
ポ
ン
ド
１
４
０
円
で
換
算
）
が
課
税

さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
「
こ
こ
か
ら
渋
滞
税
が

か
か
り
ま
す
よ
」
と
い
う
路
面
標
示
や
標
識
が
掲

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
道
を
走
る
と
き
に
は
課

金
が
必
要
と
い
う
仕
組
み
で
す
。
日
本
で
も
有
料

道
路
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
で

す
ね
。

納
税
方
法
に
は
様
々
な
方
法
が
用
意
さ
れ
て
い

ま
す
。
街
中
に
設
置
さ
れ
た
専
用
機
器
で
支
払
う

方
法
の
他
に
、
指
定
商
店
で
の
支
払
い
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
を
利
用
し
た
振
り
込
み
、
自

動
引
落
し
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
事
前
の
一
括
払
い

も
可
能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
エ
リ
ア
内
を
通
行
す

る
場
合
に
は
、
当
日
ま
で
に
こ
う
し
た
所
定
の
方

法
で
納
税
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
当
日

の
24
時
ま
で
に
納
税
し
な
い
場
合
に
は
罰
金
が
加

算
さ
れ
、
渋
滞
税
と
罰
金
が
請
求
さ
れ
ま
す
。
エ

リ
ア
内
に
あ
る
監
視
カ
メ
ラ
が
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
を
認
識
し
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
旅
行
な
ど
で
ロ
ン
ド
ン
を
訪
れ
、
レ
ン
タ

カ
ー
を
利
用
し
た
旅
行
者
の
場
合
で
も
、
エ
リ
ア

内
を
自
動
車
で
通
行
す
る
場
合
に
は
税
の
支
払
い

が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
カ
ー
、

電
気
自
動
車
と
い
っ
た
環
境
負
荷
が
少
な
い

と
判
断
さ
れ
た
自
動
車
や
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー

な
ど
の
公
共
交
通
機
関
は
渋
滞
税
が
免
除
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
エ
リ
ア
内
の
住
民
が
車

で
外
出
す
る
際
に
も
、
し
っ
か
り
課
税
さ
れ
る
仕

組
み
で
す
。
と
い
っ
て
も
、
毎
日
通
ら
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
道
な
の
で
、
９
割
引
き
と
い
う
措
置
も

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ロ
ン
ド
ン
交
通
局
の
発
表
に
よ
る
と
、
こ
の
渋

滞
税
の
導
入
に
よ
っ
て
「
渋
滞
が
30
％
解
消
」
さ

れ
、
「
交
通
量
が
15
％
減
少
」
し
た
と
の
こ
と
。

一
定
の
効
果
が
出
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

話
の
ネ
タ
に
！

お
も
し
ろ
い
税

〒243-0017

厚木市栄町一丁目16番15号

公益社団法人 厚木法人会

電 話（２２１）１０５５

ＦＡＸ（２２２）３８０８

E-mail info@a-net.or.jp

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
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【応募先】

厚
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

厚
木
市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

愛
川
町
役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

清
川
村
役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

発
行
に
寄
せ
て

公
益
社
団
法
人

厚
木
法
人
会

会

長

小
嶋

完
治

本
紙
「
税
タ
イ
ム
ス
」
は
、
地
域
住
民
の
み
な
さ

ん
に
向
け
て
、
税
知
識
の
普
及
や
納
税
の
意
義
を
周

知
す
る
な
ど
、
税
の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、

平
成
10
年
か
ら
毎
年
１
月
（
清
川
村
は
２
月
）
に
発

行
し
て
い
ま
す
。
法
人
会
は
、
60
年
を
超
え
る
歴
史

を
有
し
、
全
国
で
約
80
万
社
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

企
業
の
発
展
を
支
援
し
、
地
域
の
振
興
に
寄
与
す
る

と
と
も
に
、
国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
経
営
者

の
団
体
で
す
。
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
活
動
を
は

じ
め
、
税
務
・
経
営
等
の
研
修
会
や
講
演
会
、
ま
た

租
税
教
育
や
税
の
啓
発
活
動
な
ど
、
様
々
な
事
業
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献

活
動
を
展
開
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
皆

様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
紙
の
配
付
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
自
治
会

組
織
の
み
な
さ
ま
に
、
ご
協
力
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

【

渋

滞

税

】

じ
ゅ
う
た
い
ぜ
い

国税の申告と納税は
e-Tax（イータックス）

地方税の申告と納税は
eＬTAX（エルタックス）

申告と納税はインターネットで

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん


